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10 2019（令和元年）

国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月10日

国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日

国　税／�8月決算法人の確定申告

� （法人税・消費税等）�10月31日

国　税／�2月決算法人の中間申告� 10月31日

国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

� （年3回の場合）�10月31日

地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付� 市町村の条例で定める日

労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）� 10月31日

労　務／�労災の年金受給者の定期報告

� （7月〜12月生まれ）�10月31日

労　務／�労働保険料第2期分の納付� 10月31日

� （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　消費税率10％への引上げに伴い、10月から
郵便料金が引き上げられ、通常はがきは62円
から63円に、定形郵便物（封書）の25ｇ以内
は82円から84円となります。また、これに伴
い63円や84円などの新料額の切手が発行され
る一方、62円や82円といった旧料額の切手の
販売は終了となります。

ワンポイント 郵便料金の引上げ

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

14日・体育の日
22日・即位礼正殿の儀の行われる日

日 月 火 水 木 金 土
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10月号─2

　

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率

的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
健
康
保
険

法
等
を
改
正
す
る
法
律
が
令
和
元
年

五
月
二
十
二
日
（
以
下
、「
公
布
日
」）

に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

改
正
事
項
が
広
範
で
す
の
で
、「
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
」と「
被

扶
養
者
の
要
件
の
見
直
し
」
を
お
伝

え
し
、
最
後
に
そ
の
他
の
改
正
事
項

に
触
れ
ま
す
。

　

施
行
日
は
、
各
項
目
の
【　

】
内

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

一
　
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入

　

保
険
医
療
機
関
等
で
療
養
の
給
付

等
を
受
け
る
場
合
の
被
保
険
者
資
格

の
確
認
に
つ
い
て
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
に
よ

る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
仕
組
み

が
導
入
さ
れ
ま
す
。

【
公
布
日
か
ら
二
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
】

㈠　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

　

患
者
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た

は
健
康
保
険
証
（
個
人
を
識
別
す
る

た
め
二
桁
の
新
た
な
番
号
を
追
加
記

載
し
た
も
の
が
発
行
さ
れ
ま
す
。）

を
保
険
医
療
機
関
等
で
提
示
し
、
保

険
医
療
機
関
等
は
提
示
さ
れ
た
も
の

を
基
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
資
格
照

会
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

期
待
さ
れ
る
効
果
と
し
て
、
次
の

こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

①　

過
誤
請
求
等
の
削
減

　
　

従
来
は
、
社
会
保
険
の
資
格
を

喪
失
し
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
健
康
保
険
証
を
窓
口
で
提
示

し
た
時
は
、
失
効
保
険
証
を
利
用

し
た
こ
と
に
伴
う
過
誤
請
求
が
患

者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　

窓
口
で
資
格
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
過
誤
請
求

の
防
止
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　

そ
の
ほ
か
、
過
誤
請
求
を
し
て

も
回
収
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

未
収
金
を
大
幅
に
削
減
す
る
こ
と

も
効
果
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②　

事
務
コ
ス
ト
の
削
減

　
　

保
険
者
に
お
け
る
高
額
療
養
費

の
限
度
額
適
用
認
定
証
の
発
行
な

ど
、
現
在
生
じ
て
い
る
事
務
負
担

の
削
減
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

㈡　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、

健
康
保
険
事
業
や
関
連
事
務
以
外
に
、

被
保
険
者
記
号
・
番
号
の
告
知
を
要

求
す
る
こ
と
が
禁
止
（
告
知
要
求
制

限
）
さ
れ
ま
す
。

　

基
礎
年
金
番
号
、
個
人
番
号
に
も

同
様
の
措
置
が
あ
り
、
違
反
し
た
場

合
の
勧
告
・
命
令
、
立
入
検
査
、
罰

則
の
規
定
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

二
　
被
扶
養
者
の
要
件
の
見
直
し

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
、

医
療
保
険
に
関
し
て
次
の
課
題
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

・
生
活
の
拠
点
が
日
本
に
な
い
親
族

ま
で
が
健
康
保
険
の
給
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
在
外
被

扶
養
者
に
関
す
る
課
題

・
本
来
加
入
資
格
を
有
し
な
い
外
国

人
が
、
不
正
な
在
留
資
格
に
よ

り
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
給

付
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
課
題

　

こ
れ
ら
を
解
消
す
る
た
め
の
対
応

が
行
わ
れ
ま
す
。

㈠　

被
扶
養
認
定
に
お
け
る
国
内
居

住
要
件

　

健
康
保
険
の
被
扶
養
者
の
認
定
に

お
い
て
、
原
則
と
し
て
「
国
内
に
住

所
を
有
す
る
者
」
で
あ
る
こ
と
が
要

件
に
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
留
学
生
そ
の
他
の
日
本
に

住
所
を
有
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
日

本
に
生
活
の
基
礎
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
例
外
的
に

要
件
を
満
た
す
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
い
わ
ゆ
る
医
療
滞
在
ビ
ザ

（
日
本
に
お
い
て
治
療
等
を
受
け
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
訪
日
す
る
外
国

人
患
者
等
及
び
同
伴
者
に
対
し
発
給

さ
れ
る
も
の
）
等
で
来
日
し
て
国
内

に
居
住
す
る
者
は
、
被
扶
養
者
の
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。

※　

除
外
対
象
は
省
令
で
規
定
さ
れ

ま
す
。

（
参
考
）
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

　

現
行
で
は
、
次
の
者
が
被
扶
養
者

の
範
囲
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
に
加

え
、
新
た
に
国
内
居
住
要
件
が
設
け

ら
れ
ま
す
。

医
療
保
険
制
度
の
改
正



3─10月号

①　

被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、
配
偶

者
（
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

者
を
含
む
）、
子
、
孫
、
兄
弟
姉

妹
で
、
主
と
し
て
被
保
険
者
に
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
者
（
必
ず

し
も
同
居
し
て
い
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。）

②　

被
保
険
者
と
同
一
の
世
帯
で
主

と
し
て
被
保
険
者
の
収
入
に
よ
り

生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
次
の
者

ア　

被
保
険
者
の
三
親
等
以
内
の

親
族
（
①
該
当
者
を
除
く
）

イ　

被
保
険
者
の
配
偶
者
で
、
戸

籍
上
婚
姻
の
届
出
は
し
て
い
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
者
の
父
母
お
よ
び
子

ウ　

イ
の
配
偶
者
が
亡
く
な
っ
た

後
に
お
け
る
父
母
お
よ
び
子

【
令
和
二
年
四
月
一
日
施
行
】

㈡　

市
町
村
に
お
け
る
調
査
対
象
の

明
確
化

　

日
本
人
を
含
む
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
の
資
格
管
理
等
の
観
点
か

ら
、
市
町
村
が
関
係
者
に
報
告
を
求

め
る
こ
と
等
が
で
き
る
対
象
と
し
て
、

被
保
険
者
の
資
格
の
得
喪
に
関
す
る

情
報
を
追
加
し
、
市
町
村
に
お
け
る

調
査
対
象
の
明
確
化
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

関
係
者
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
外

国
人
に
つ
い
て
は
、
留
学
先
で
あ
る

日
本
語
学
校
等
や
経
営
管
理
を
行
う

企
業
の
取
引
先
等
、
日
本
人
に
つ
い

て
は
、
勤
務
先
で
あ
る
企
業
の
雇
用

主
等
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
公
布
日
よ
り
施
行
】

三
　
そ
の
他
の
改
正
概
要

㈠　

医
療
情
報
化
支
援
基
金
の
創
設

　

技
術
革
新
が
進
む
中
で
、
医
療
分

野
に
お
い
て
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
積
極
的
に

活
用
し
、
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医

療
提
供
体
制
を
構
築
し
て
い
く
こ
と

が
急
務
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
医
療
情
報
化
支
援
基
金

を
創
設
し
、
医
療
分
野
に
お
け
る
Ｉ

Ｃ
Ｔ
化
の
支
援
と
し
て
次
の
事
業
が

行
わ
れ
ま
す
。

・
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
に

向
け
た
医
療
機
関
・
薬
局
の
シ
ス

テ
ム
整
備
の
支
援
と
し
て
、
保
険

医
療
機
関
・
薬
局
で
の
初
期
導
入

経
費
（
シ
ス
テ
ム
整
備
・
改
修

等
）
を
補
助

・
電
子
カ
ル
テ
の
標
準
化
に
向
け
、

国
の
指
定
す
る
標
準
規
格
を
用
い

て
相
互
に
連
携
可
能
な
電
子
カ
ル

テ
シ
ス
テ
ム
等
を
導
入
す
る
医
療

機
関
で
の
初
期
導
入
経
費
を
補
助

【
令
和
元
年
十
月
一
日
施
行
】

㈡　

Ｎ
Ｄ
Ｂ
、
介
護
Ｄ
Ｂ
等
注
の
連

結
解
析
等

　

国
が
保
有
す
る
医
療
・
介
護
分
野

の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
安
全

性
の
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
、
幅
広
い

主
体
に
よ
る
利
活
用
を
進
め
、
学
術

研
究
、
研
究
開
発
の
発
展
等
に
つ
な

げ
て
い
く
た
め
、
研
究
者
等
へ
の
デ

ー
タ
提
供
、
デ
ー
タ
の
連
結
解
析
に

関
す
る
規
定
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
す
。

注　
「
Ｎ
Ｄ
Ｂ
」
は
、
医
療
保
険
レ

セ
プ
ト
情
報
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
指
し
、「
介
護
Ｄ
Ｂ
」
は
、
介

護
保
険
レ
セ
プ
ト
情
報
等
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
指
し
ま
す
。

【
令
和
二
年
十
月
一
日
（
一
部
の
規

定
は
令
和
四
年
四
月
一
日
）
施
行
】

㈢　

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予

防
の
一
体
的
な
実
施

　

七
十
五
歳
以
上
高
齢
者
に
対
す
る

保
健
事
業
を
市
町
村
が
介
護
保
険
の

地
域
支
援
事
業
等
と
一
体
的
に
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
、
広

域
連
合
、
市
町
村
の
役
割
等
に
つ
い

て
定
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
等
に

お
い
て
、
各
高
齢
者
の
医
療
・
健
診
・

介
護
情
報
等
を
一
括
し
て
把
握
で
き

る
よ
う
規
定
の
整
備
等
が
行
わ
れ
ま

す
。

【
令
和
二
年
四
月
一
日
施
行
】

㈣　

審
査
支
払
機
関
の
機
能
の
強
化

　

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金（
支

払
基
金
）
に
つ
い
て
、
本
部
の
調
整

機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
現
行
の
四

七
都
道
府
県
支
部
の
権
限
を
本
部
に

集
約
す
る
こ
と
や
医
療
保
険
情
報
に

係
る
デ
ー
タ
分
析
等
に
関
す
る
業
務

の
追
加
等
が
行
わ
れ
ま
す
。

【
改
正
項
目
に
よ
り
、
令
和
二
年
十

月
一
日
又
は
令
和
三
年
四
月
一
日
施

行
】

㈤　

二
重
払
い
の
解
消

　

社
会
保
険
の
未
適
用
事
業
所
が
遡

及
し
て
加
入
す
る
等
の
場
合
、
国
民

健
康
保
険
と
健
康
保
険
の
間
に
お
け

る
保
険
料
の
二
重
払
い
が
生
じ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

現
行
で
は
、
各
年
度
の
最
初
の
保

険
料
の
納
期
の
翌
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
時
効
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
は
還
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
の
整
備
が

行
わ
れ
、
既
に
納
付
さ
れ
て
い
た
保

険
料
に
つ
い
て
、
遡
及
し
て
年
度
単

位
で
賦
課
決
定
（
減
額
）
を
行
っ
た

上
で
還
付
を
可
能
と
す
る
改
正
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

【
公
布
日
よ
り
施
行
】



10月号─4

　業務外の病気やケガの療養のため働くこ
とができず、会社を休んだ日が連続して３
日間（待期期間といいます）あるときは、
休業第４日目以降から保険給付として「傷
病手当金」が支給されます。
※休んだ期間について事業主から傷病手当
金の額より多い報酬を受けた場合には、
傷病手当金は支給されません。

１　資格喪失後の給付
　この傷病手当金は、次の要件を満たす場
合、退職後においても支給されます。
①　被保険者の資格喪失をした日の前日
（退職日）までに継続して１年以上の被
保険者期間（健康保険任意継続の被保険
者期間を除く）があること

②　資格喪失時に傷病手当金を受けている
か、又は受ける条件を満たしていること

２　留意点

①　支給期間
　　支給が開始された日から最長１年６か
月です。
②　老齢年金を受けられるとき
　　資格喪失後に傷病手当金の継続給付を
受けている方が老齢厚生年金等の老齢退
職年金の受給者となったときは、傷病手
当金は支給されません。
　　ただし、年金額の360分の１が傷病手
当金の１日あたりの額より低いときは、
差額が支給されます。
③　雇用保険の基本手当を受けられるとき
　　傷病手当金は、病気等で仕事をするこ
とができない状態のときに支給されるも
のです。一方、雇用保険の基本手当は、
仕事をすることができる状態である方に
支給されます。このため、退職後の傷病
手当金と雇用保険の基本手当を同時に受
給することはできません。求職活動を始
めたときに基本手当を受給できるよう、
ハローワークで基本手当の受給期間延長
の手続きをしておくとよいでしょう。

資格喪失後の傷病手当金
（健康保険）

　被保険者に賞与を支給した場合、支給日
から５日以内に「被保険者賞与支払届」に
より支給額等の届け出をします。
　育児休業等による保険料免除期間に支払
われた賞与（保険料賦課の対象とならない
賞与）も届け出が必要です。
　保険料計算は、支払った賞与額の1,000
円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」と
し、標準賞与額に健康保険・厚生年金保険
の保険料率をかけて得た額です（標準賞与
額には上限額があり、厚生年金保険は１か
月あたり150万円、健康保険では同一年
度内の累計で573万円です）。保険料は、
事業主と被保険者が折半で負担します。
　資格取得月（資格取得日以降）に支払わ
れた賞与は保険料賦課の対象ですが、資格
喪失月に支払われた賞与は対象外です。た
だし、資格取得と同月に資格喪失があった
場合、資格取得日から資格喪失日の前日ま
でに支払われたものは保険料を控除しま
す。

賞与支払届（健康保険・厚生年金）　
年
次
有
給
休
暇
は
、「
日
」
単
位

の
取
得
が
原
則
で
す
が
、
労
使
協
定

を
締
結
（
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
届

出
は
不
要
）
し
た
と
き
は
、
一
年
に

五
日
分
を
限
度
と
し
て
「
時
間
」
単

位
の
取
得
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
な
お
、「
半
日
」
単
位
の
取
得
は
、

労
働
者
が
希
望
し
、
使
用
者
が
同
意

し
て
い
る
場
合
は
、
労
使
協
定
の
締

結
を
せ
ず
に
付
与
で
き
ま
す
。

　
時
間
単
位
年
休
の
労
使
協
定
で
は
、

①
対
象
労
働
者
の
範
囲
、
②
時
間
単

位
年
休
の
日
数
、
③
一
日
の
年
次
有

給
休
暇
が
何
時
間
相
当
か
、
④
一
時

間
を
超
え
る
単
位
と
す
る
場
合
は
そ

の
時
間
数
の
四
点
を
定
め
ま
す
。

　
今
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
「
年
五

日
以
上
の
有
給
休
暇
取
得
」
で
取
得

日
数
を
算
出
す
る
と
き
は
、
時
間
単

位
年
休
を
含
め
ず
に
五
日
を
取
得
さ

せ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
（
労
働
基
準
法
）


